
※ 相談日１週間前が閉庁日の場合はその前開庁日より市内全区受付

※ 事前予約制（当日10時以降の予約等はできません） 

※ 上記の番号で、予約・変更・キャンセル・確認の いずれのご用件もお伺いできます。

毎月原則第1・3水曜日

相談時間 13時～17時 １組１案件30分以内（先着24組）

(相談後に弁護士が記録を作成する時間や入れ替りの時間も含む)

※弁護士が扱う法律問題ではない等、担当弁護士の判断により、その旨を説明し相談を

　終了させて頂くことがあります。

　法律相談をご利用になることはお控えください。

【　予約時の注意事項　】

●ショートメッセージ対応の携帯電話スマートフォンであれば、予約受付後に予約内容を
　 記載したメールが送信されます。

●非通知、ダイヤル回線の場合は予約をお受けすることができない場合があります。

●3回お聞き取りできなかった場合は、ご予約ができませんので、ゆっくりとお話しください。

◆10分前に阿倍野区役所２階　相談会場へお越しください。

◆対象…大阪市内在住の方　　◆費用…無料

※相談内容に関する資料などありましたらお持ちいただくと、スムーズな相談につながります。

※次の方の相談時間に影響がでるため、相談時間は厳守してください。

※多くの方に法律相談をご利用いただくため、同一同種の案件について、反復的継続的に

【　相談日時　】

令和８年度

予約専用電話：050-1808-6070

無料法律相談の予約は、

電話による事前予約制です！

相談日１週間前の正午から 相談日当日の10時まで

AI電話による24時間自動受付



開催月

１日 水曜日 正午 から １0時

1５日 水曜日 正午 から １0時

５月 ２０日 水曜日 正午 から １０時

３日 水曜日 正午 から １０時

1７日 水曜日 正午 から １０時

１日 水曜日 正午 から １０時

1５日 水曜日 正午 から １０時

５日 水曜日 正午 から １０時

１９日 水曜日 正午 から １０時

２日 水曜日 正午 から １０時

1６日 水曜日 正午 から １０時

７日 水曜日 正午 から １０時

２１日 水曜日 正午 から １０時

4日 水曜日 正午 から １０時

1８日 水曜日 正午 から １０時

２日 水曜日 正午 から １０時

1６日 水曜日 正午 から １０時

１月 2０日 水曜日 正午 から １０時

３日 水曜日 正午 から １０時

1７日 水曜日 正午 から １０時

３日 水曜日 正午 から １０時

1７日 水曜日 正午 から １０時

12月16日

３月
2月24日 3月3日

3月10日 3月17日

２月
1月27日 2月3日

2月10日 2月17日

1月13日 1月20日

12月
11月25日 12月2日

10月
9月30日 10月7日

10月14日 10月21日

12月9日

8月
7月29日 8月5日

8月12日 8月19日

9月
8月26日 9月2日

9月9日 9月16日

11月
10月28日 11月4日

11月11日 11月18日

6月
5月27日 6月3日

6月10日 6月17日

7月
6月24日 7月1日

7月8日 7月15日

5月13日 5月20日

問合せ先：阿倍野区役所 総務課（区政企画）　06-6６２２-9683　２階２１番窓口

阿倍野区役所 弁護士による無料法律相談 予約受付期間（令和8年度）

開催日 予      約      受     付

4月
3月25日 4月1日

4月8日 4月15日


